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富士見市企業告示第１７号     
 

制限付一般競争入札（ダイレクト入札）を執行するので地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり告示する。 
なお、この告示に記載されていない事項については、富士見市建設工事等ダイレク

ト入札共通事項（平成１９年告示第２２５号）を適用する。 
 
平成２２年９月２７日 

富士見市水道事業管理者 
富 士 見 市 長 星 野 信 吾 

 
工事番号 SD－K22－9 
入札方法 制限付一般競争入札（電子入札・ダイレクト） 
工事名 ふじみ野路上局設置工事 

工事場所 富士見市ふじみ野西地内 

工事概要 

No．7 路上局テレメーター収納盤 新設工事 一式 
配水管サドル分水栓φ100－30、給水管ＨＩ－ＶＰ30 工事 新設工事

一式 
フェンス設置工事 1.8ｍ×7ｍ 新設工事 一式 
引込柱、電源引込工事 新設工事 一式 
ＮＴＴ回線、テレメーター回線引込工事 新設工事 一式 
その他付属、土木等工事 新設工事 一式 

工 期 契約確定の日から平成２３年３月１１日 

設計金額 １０，９００，０００円（税抜き） 
１１，４４５，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

最低制限価格 設定する 

登録業種 電気工事業 
 

事業所の

所在地、

総合評定

値等 

①富士見市内に富士見市と契約締結の権限を有する者を置く本支店

等を有し、経営規模等評価結果通知書に係る電気工事の総合評定値が

ある者。 
②埼玉県内に富士見市と契約締結の権限を有する者を置く本支店等

を有し、経営規模等評価結果通知書に係る電気工事の総合評定値が４

５０点以上の者。 

入
札
参
加
資
格 

施工実

績等 

上記①については、埼玉県内の本支店等において、過去５年間（平成

１７年度から平成２１年度）に、地方公共団体が発注する電気工事で

１件あたり３００万円以上の完成実績のある者。 
上記②については、埼玉県内の本支店等において、過去５年間（平成

１７年度から平成２１年度）に、地方公共団体が発注する電気工事で

１件あたり１０００万円以上の完成実績のある者。 
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入札参加 
受付期間 

平成２２年 ９月２７日（月）午前９時から 
平成２２年１０月 ５日（火）午後４時まで 

入札期間 平成２２年１０月 ６日（水）午前９時から 
平成２２年１０月 ７日（木）午後４時まで 

開札日時 平成２２年１０月 ８日（金）午前９時００分 

再度入札 
の場合 

(1)再度入札は１回までとする。 
(2)初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 
(3)初度入札の結果、再度入札となった場合の入札書提出期限及び開札

は、初度入札の翌開庁日とし、再入札書の受付締切時間及び開札時

間は、初度入札終了後、システムにより通知する。 
閲覧又は

貸出期間 
埼玉県電子入札共同システム内の入札情報公開システムに掲載する

ファイルより取得すること。 

質疑受付 
平成２２年 ９月２７日（月）午前９時から 
平成２２年１０月 １日（金）正午まで 
電子入札システムにより提出すること。 

設
計
図
書
等 

質疑回答 平成２２年１０月 ４日（月）まで 
電子入札システムに随時掲示する。 

契約保証金 契約金額の１０分の１以上の金銭的保証を必要とする。 
前 払 金 有４０％ 

 
問合せ 富士見市役所水道課 
    ０４９－２５１－２７１１ 


